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○ 総 務 省 令 第 四 十 二 号  
電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 三 十 四 条 第 六 項 の 規 定 に 基 づ き 、 第 二 種 指 定 電

気 通 信 設 備 接 続 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 七 年 四 月 二 十 一 日  

総 務 大 臣  村 上 誠 一 郎  

   第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会 計 規 則 （ 平 成 二 十 三 年 総 務 省 令 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 （ 以

下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。  
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改  正   後  改  正   前    
別表第六 移動電気通信役務費用整理表の様式（第５条及び第10条関係） 別表第六 ［同左］ 

移動電気通信役務費用整理表 移動電気通信役務費用整理表 

事業者名 事業者名 

事業年度 自   年  月  日 事業年度 自   年  月  日 

     至   年  月  日      至   年  月  日 

様式第１ 直課及び配賦に係る費用項目 様式第１ ［同左］ 

（単位 円） 

役務の種類 

移動電気通信役務 

音声伝送役務 データ伝送役務 合計 

直課し

ている

費用 

配賦し

ている

費用 

小計 直課し

ている

費用 

配賦し

ている

費用 

小計 

施設保全費        

減価償却費        

通信設備使用料        
 

（単位 円） 

役務の種類 

移動電気通信役務 

音声伝送役務 データ伝送役務 合計 

直課し

ている

費用 

配賦し

ている

費用 

小計 直課し

ている

費用 

配賦し

ている

費用 

小計 

施設保全費        

減価償却費        
 

様式第２ 主要な直課対象の費用項目 様式第２ ［同左］ 

 

主要な直課対

象の費用項目 

当該費用項目

の費用 

（単位：円） 

当該費用項目

を直課してい

る電気通信役

務の別 

当該費用項

目を直課し

ている理由 

施設保全費     

減価償却費     

通信設備使用料     
 

 

主要な直課対

象の費用項目 

当該費用項目

の費用 

（単位：円） 

当該費用項目

を直課してい

る電気通信役

務の別 

当該費用項

目を直課し

ている理由 

施設保全費     

減価償却費     
 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

［１～３ 略］ ［１～３ 同左］ 

様式第３ 主要な配賦対象の費用項目 様式第３ ［同左］ 

 

主要な配賦

対象の費用

項目 

当該費用項

目の費用 

（ 単 位 ：

円） 

当該費用項

目の配賦基

準 

当該配賦基

準の具体的

な比率 

当 該 配

賦 基 準

を 採 用

す る 理

由等 

施設保全費      

減価償却費      

通信設備使用料      
 

 

主要な配賦

対象の費用

項目 

当該費用項

目の費用 

（ 単 位 ：

円） 

当該費用項

目の配賦基

準 

当該配賦基

準の具体的

な比率 

当 該 配

賦 基 準

を 採 用

す る 理

由等 

施設保全費      

減価償却費      
 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

［１～３ 略］ ［１～３ 同左］ 
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４ 「当該費用項目の配賦基準」の欄に固定資産価額比（固定資産の取得価額を用いて算出した

ものに限る。）を記載する場合には、当該固定資産価額比の算出に用いた無形固定資産の取得

価額の総額を欄外に記載すること。 

５ 「当該費用項目の配賦基準」の欄に固定資産価額比を記載し、当該固定資産価額比の算出に

おいて一部の固定資産のみを用いる場合には、当該算出に用いた固定資産に係る固定資産区分

名又は固定資産項目名を「当該費用項目の配賦基準」の欄に記載すること。 

［新設］ 

 

 

［新設］ 

備 考 表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。  
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   附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

第 一 条  こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

第 二 条  こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会 計 規 則 の 規 定 は 、 令 和 七 年 三 月 三 十

一 日 に 終 了 す る 事 業 年 度 に 係 る 配 賦 整 理 書 （ 同 令 第 五 条 に 規 定 す る 配 賦 整 理 書 を い う 。 ） か ら 適 用

す る 。  


